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　要旨
　社会的養護の一っの柱として里親制度があるが、わが国では施設養護が中心で、里親制
度はなかなか発展しない。その理由としては多くの要因が考えられるが、里親への研修、

支援が十分でないことも指摘できる。そこで、本研究では、里親への研修の実態、および
今後必要とされる研修のあり方にっいて検討を行うこととした。平成10年度は、神奈川
県、川崎市、東京都、家庭養護促進協会（神戸市）での里親研修の実態を事例研究的に検

討を行うとともに、今後の里親研修のあり方を検討する素材として、アメリカ・コロラド

州での里親研修について紹介した。
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研究目的

　社会的養護の一つの重要な柱として里親制
度があるが、わが国では施設養護が中心で、

里親養育はなかなか発展しない。その理由と

しては多くの要因が関与していると考えられ

るが、里親への研修、支援が十分でないこと

、も指摘できよう。そこで、里親への研修の現

状を明らかにし、今後必要とされる研修のあ
り方について検討を行った。

研究方法

　神奈川県、川崎市、東京都、家庭養護促進

協会（神戸市）において、平成10年度に実
施された里親研修について事例研究的に検討

を行った。また、今後望まれる研修のあり方

を検討する資料として、アメリカ・コロラド

州の研修について紹介した。

研究結果

　里親研修はその対象によっていくつかに分
類できるが、ここでは、①新規登録里親研修、

②里親一般研修、③その他の研修に分けた（表
1）。

　1　研修の種類と実施状況
　1〉新規登録里親研修

　これはどの地域でも行われており、新規に

登録された里親は原則として受講するもので

ある。登録から間もない時期に実施すること

が望まれるので、年2回（神奈川県）から4
回（東京都）開催されている。研修時間は、

2～2．5時間（神奈川県、川崎市）の半日
コースの場合と、5時間（東京都）の1目コ
ースの場合とがある。これは、基本的には行
政（所管課、児童相談所）が主催している。

　その内容は、里親制度の説明と、里親とし

ての子育てに関するものである。里親制度の

説明は、神奈川県では児童相談所所長、川崎
市では児童相談所職員、東京都では所管課係

長が行っている。　里親の子育てについては、

神奈川県では先輩里親の養育体験談、川崎市

ではビデオ鑑賞（埼玉県里親会作成）とその

内容についての話し合いとなっている。東京

都では、講義「子どもを育てる」と「施設で

の生活」、そして参加者のグループ・ディス

カッションを行っている。

　新規登録研修とは別に、育児実習（神奈川

県、川崎市）を行っているところもある。東

京都では、実子を育てた経験のない里親には

フレンドホームを体験するようにしている。

　2）里親一般研修

　名称はさまざまである。

　神奈川県ではr里親一般研修」として、年

2回の研修会（講義形式）を行っている。講

演のテーマは、「子どもの成長期の栄養と健
康」「童話からみる子どもとのかかわり」（平

成9年度〉、「里親養育とその支援」「TELLING

（真実告知）について」（平成10年度）で
あった。

　川崎市では年1回の講義（平成10年度は
r子どもの皮膚とそのケア」）と、児童相談

所児童福祉司を交えての里親同士の討議（乳

幼児・学童期、思春期、未委託の3グループ
に分かれて）が行われている。これら』 里親

会主催であるが、児童相談所主催の研修会も

1回（「委託継続が困難になったケースから
学ぶこと」）開催されている。

　東京都では、受託後研修として、子ども
を受託してから概ね6カ月を経過した里親を

対象に、講義「子どもの病気の予防と管理」

「子どもを受託してから養子縁組までに出会

うこと」と、里親の体験談、グループ討議の

研修会を実施し、また、課題別研修としてす

べての里親を対象とした研修（年2回、講義

形式、平成10年度のテーマはr思春期を乗
り越える」「真実告知」）が行われた。

　3）その他の研修

　神．奈川県で1ま、里親相談員制度があり、

この里親相談員を対象とした研修を行ってい

る。里親相談員は、昭和55年に創設された
制度で、養育里親のうちから選定された人で、

定員15名、任期は2年で、一般の里親の相
談と、地域での里親制度啓発活動を行ってい

る。研修会（年2回、講義形式）のテーマは
「地域における里親相談員の活動について」

r里親相談員に期待すること」であった。
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　2　各里親会の特徴
　1）神奈川県
　神奈川県の里親研修会の特徴としては、里
・親相談員制度があり、その研修会が実施され

ていること、未委託里親と施設入所児童の「ふ

れあいキャンプ」が実施されていること、お

よび県下の5地区でそれぞれ「地区里親会研
修会」が実施されていることである。

　2）川崎市

　川崎市の里親研修会の特徴としては、里親
会に研修委員会が設けられていることである。

里親会活動を活性化するためには研修が重要

であるとし、委員会を設けた。

　里親会主催の研修会は年2回であるが、そ

の1回は里親会総会にあわせ、講義形式の研

修会を行っている。もう1回は、里親同士の

交流を主とするもので、小グループに分かれ

て、それぞれの養育体験を話し合っている。

ここには、児童相談所職員の参加も得られて
いる。

　前述のように、養育経験のない里親には乳
児院（乳児）、あるいは児童養護施設（幼児）

での養育体験を行うようになっている。

　3）東京都

　東京都では、養育家庭と養子縁組家庭が制
度的にはっきりと分離している。養育家庭は

養育家庭センターが担当する（里親に委託さ

れる児童の担当は児童相談所である）。

　養育家庭センターのソーシャルワーカーの

役割分担に研修委員があり、研修委員会で研

修の計画を立てている。東京都では、他の地

域に比べて、里親希望者が多く、研修会の開

催回数も多い。また1回の研修会の時問も長

い。そういう意味では充実しているといえよ
う。

　乳児院見学希望者には見学を実施している。
　4）家庭養護促進協会神戸事務所

　神戸市では、家庭養護促進協会によるもの
と、神戸市里親会によるものとがある。

　家庭養護促進協会による研修は、里親制度
研修会がユニークである。また、里親登録後

にはr子育て研修会」（年2回）、r『真実告

知』研修会」（年1回）、「思春期講座」（隔
年）が行われている。

　家庭養護促進協会、神戸市里親会、児童相

談所の共催によるr里親制度研修会」が年1
回開催されているが、これは児童福祉関係者

を対象としたものである。里親制度への理解

を深めるために行われるものであるが、体験

談を聞いたり、里親家庭で示す試しの行為や

親子のつながりの様子を朗読劇にして紹介し

たり、制度についてクイズ形式ですすめるな

ど、工夫がなされている。

　里親同士の交流の場としては、「里親家庭

交流キャンプ」とr新年の集い」が行われて

いる。また、「里子・養子たちのグル》プ研

修」が行われている。これは、中学生以上の

里子や養子が参加し、キャンプ、新年の交流

会等の事業を企画運営しながら交流を深め、

研修の場とするというもので、メンバー数は

約20人、年5～6回のグループ活動を行っ
ている。

　このほか、家庭養護促進協会では「養子を

育てたい人のための講座」を年3回、県下の

3地区で行っている。また、rボランティア
（季節・週末）里親希望者のための研修」も

実施している。

　神戸市里親会では年2回会員懇話会を実
施しているということである。

　3　アメリカ・コロラド州の里親への研修
について　（鈴木祐子）

　筆者（鈴木）は1992年にコロラド州デン
バーで里親研修に参加し、その内容の充実し

ていることに驚いた。しかし、デンバーのケ

ースワーカーは、里親がボランティアである

ことの限界、難しい子どもを委託できる家庭

の少ないことなどの問題を指摘していた。

1997年に再訪した時には、児童福祉の流れ
が変わっており、里親制度の位置づけも変化

していた。以前は児童問題が発生するとすぐ

に実親家庭から里親家庭に委託していたが、

最近は極力実親家庭や親族の家庭で養育でき

るように努力するようになっていた。被虐待

児童のような対応困難なケースが増加したこ

と、養育家庭が増えないことなどがその背景

にあったと思われる。どのような制度もその
時代背景によってあり方が変わってくるので、

その関連を十分に見極めることが大切である

ことを痛感している。それと同時に、アメリ
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カの良いところは参考にしていきたいと思う。

　1）コロラド州の里親制度

　里親研修について述べるまえに、その前提
となる里親制度の基本点についてまとめる。
（1）種類

　コロラド州の里親制度にはレシービングホ

ーム（一時保護所の機能を果たす家庭）、フー

アミリーフォスターホーム（一般的な養育家

庭）、特別なグループホーム（処遇困難児童

を受け入れる家庭）、乳幼児ホームなどがあ
る。

（2）登録要件

　里親となる要件は目本より厳しく、保証人

が必要で、登録するに際して、医師の診断書

や、里親の成育歴、職歴、結婚歴などを記述

した書類を提出しなければならない。なぜ里

親となりたいか、自己自身にっいて振り返り

ながら記述しなければならない項目もある。
（3）制度に携わる関係者

　ケースワーカーも専門分化しており、イン

テイクワーカー、一般的ワーカー、養育家庭

ワーカー、専門的ワーカー、GAL（弁護人）、
などが関わっている。里親はそれらの関係者

との連携を取ることを要求される。ケースに

よってセラピスト、学校教師、医師などとの
連携も必要となる。

　（4）里親の役割と責任

　里親は、生みの親と子どもを援助するチー

ムの一員となり、児童に24時間のケアを提
供することが義務づけられている。実親と子

どもへの適切な親のモデルとなり、実親と子

どもの権利を擁護する役割を持っている。

　（5）実親の権利

　児童を訪問したり、児童の宗教を決定でき
る◎

　2〉里親への研修

　里親への研修プログラムは、コロラド州が
企画するもの、里親養育専門機関が企画する

もの、子ども家庭支援センターのような機関

が企画するものなど、数多くあった。筆者は

州の企画した研修に多く参加したので、州の
研修について紹介したい。

　研修は単位制になっており、一目コース（午

前10時から午後3時まで）と半目コース（午

前か午後の2～3時間）がある。参加者には

修了証がわたされる。科目によっては資格を

取得するための単位に認定されている。研修

テーマは以下のように分類できるが、初歩的
なものから高度なものまであった。

（1）里親制度、里子養育に関するもの

　里親となる動機、里親家庭委託と養育のプ

ロセス、里親を勇気づけるプロセス、里親養

育がかかわる3っの領域（教育、実親との関

係、裁判所との関係）。

（2）児童の発達段階に応じた養育について

　乳幼児期、学童期、思春期。

（3）愛着障害について

　養育者の愛着について、愛着障害のティー

ンエイジャーの養育、養育者や親との別離や

喪失体験について。

（4）家族について

　家族の機能について、崩壊家庭の構造、実

親の民族性について。

（5）効果的な養育

　しつけについて、心理的な親となること、

手に負えない子どもの養育について。
（6）特別な課題について

　性的虐待、アルコール依存症、クラックベ
イビー、エイズの子どもの養育、教育システ

ム、薬物中毒、宗教について。

　一回に一つのテーマを扱うが、一冊のテキ
ストが配布され、それに基づいてビデオを見

たり、講義を聞いたり、グループ・ディスカ

ッションをしたりする。里親は自分の養育し

ている子どもに必要な科目を受講する。修了

証を持っていないと、何かあって訴えられた

時に不利になる。子どもの人権、親の人権な

どが大切にされているので、不適切なケアで

訴えられることもあるからである。ケースワ

ーカーが訴えられることも多い。研修では里

親もケースワーカーも対等な関係で話し合う。

里親は子どもの養育について、実親や地域の

機関と連携を持つことが多いので、柔軟性が

あること、時間を調整できること、自分の限

界をわきまえられること、非審判的態度で支

援的な態度がとれること、などが求められる。

これらのことにっいては、テキストにも説明

されている。地域社会の資源や、連携の取り

方や仕組み、対応について、研修で話し合っ

たりするように課題が設定されていた。
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　また、里親の専門性も高く、思春期の児童

の養育、被虐待児童の養育、エイズの子ども

養育、崩壊家庭の構造などについて、テキス

トでは専門的な事柄にまで触れながら解説さ

れており、講師はそれを分かりやすく説明し

ていた。目本のカウンセリングのトレーニン
グに匹敵する内容で、里親が、暖かい雰囲気

ではあるが、真剣に取り組んでいたのが思い

出される。コロラド州の里親養育のテキスト

に目を通すと、日本の里子養育に役立っこと

はかなりあると思われる。しかし、専門用語
が多いことにむずかしさが感じられる。また、

制度自体がアメリカと目本とでは異なってい

る点が多いので、やはり目本独自のテキスト

を検討しなければならないと思われる。

　最後に強く印象に残った研修について紹介

したい。これは筆者が属していた機関が主催

したもので、里親希望者向けのものであった。

発表者は、実親、里子、養親であったが、そ

れぞれの立場で思っていることを切実に報告

していた。実親は、いかに子どもを手放すの
が辛かったかということを訴えた。子どもは、

自分を育ててくれた家庭は自分の文化と異な

り、異なる文化で教育されたことへの苦痛を

訴えた。養親は、子どもがいない寂しさ、子

どもの養育への不安などを話した。まったく

立場が異なっている人々が率直に意見を出し

合い、その中から一っのものを生み出そうと

していた。多様性を重んじるアメリカの文化

の良さに触れたように感じられた。

考　察

　里親研修の種類を概観すると、①里親の行

政手続きや制度説明を主としたもの、②児童

相談所や里親会が主催する「里親研修会」、

および③その他の研修（課題別等）になる。

　研修技法の面からみると、多用されていた

のは、①説明・講義と、②討議、であった。

講義法は、講師の力量によるところが大きく、

また課題設定などにっいて講師との事前の打
ち合わせが必要である。

　討議法は、その本来の目的である課題を設
定して、解決策や方向性を明らかにする点も

含まれているが、むしろ里子を養育している

中での悩み、問題などを含む情報交換な～、

里親のカタルシスを目的としたことも含まれ

ている。その中では、里子の問題だけでなく、

行政、児童相談所、施設との関係のあり方な

どを含む多様な情報が交換されていた。

　視聴覚教材（ビデオなど）を用いた研修も

実施されていた。この場合には、それを受け

た討議を組み合わせることが必要といえる。

「見せればよい」ということでは不十分であ

る。ただ、ビデオを含め、よい教材が少ない

ことが大きな問題といえる。

　家庭養護促進協会神戸事務所では、朗読劇

や、クイズ式のQ＆Aを工夫していた。また、

神奈川県、川崎市の育児実習など、あらかじ』

め学習目標を設定した研修が求められる。

　次に、里親研修のむずかしさについて検討
する。

　里親研修のむずかしさは、里親の幅の広さ

にある。未委託の里親もいれば、乳幼児を養

育している場合、思春期の児童を養育してい

る場合、すでに養子縁組が完了していたり、

受託した児童が18歳となって措置解除とな
っているものもいる。限られた研修の機会に、

どこに焦点を当てるかは大きな課題といえる。

　より具体的には、第1に、研修の対象であ

る里親の二一ズが、里親としての経験、委託

の有無や委託児童の状況、里親としての姿勢

や考え方により大きく異なり、一律の研修で

は対応できない。　第2に、参加者の確保が

困難である。自分に直接関係のない研修には

参加しないので、参加者が少ない。また、会
場が遠いと参加しにくい。

　第3に、未委託里親への働きかけが困難で

ある。未委託里親、とくに養子縁組を希望し

ていて、里親認定後児童が委託されないまま

何年も過ぎてしまった里親の場合、子育てに

ついての研修には消極的な傾向がある。しか

し、未委託里親だけを対象とする研修もテー
マ設定がむずかしい。

　第4に、里親会の活動が活発でない。里親

は子育てに熱意はあるが、里親会活動には必

ずしも積極的とはいえず、また会の運営に関

するノウハウを持ち合わせているわけではな

い。里親会自体が研修のあり方を検討するこ

とは少ない。里親会事務局（多くは児童相談
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所に設置されている）に頼るところが大きい
といえよう。

　第5に、児童相談所の里親指導体制が弱体

である。多忙な業務の合間に実施される研修

には積極的に取り組む余裕がないのが現状と
いえよう。

　最後に、今後必要な研修について検討した
い。

　1）児童福祉司を対象とした研修の必要性

　里親の窓口である児童福祉司は、里親養育

をすすめていくうえで決定的に重要である。

しかし、現実には、短期問で異動するなどに

より、里親制度について十分な知識がなかっ

たり、また里親の悩みの受け皿としても十分

機能していない面がある。また、里親養育自

体について消極的な態度をもっている場合も
あるだろう。

　児童福祉司の里親養育への関心を高めると

ともに、里親制度への理解をも高めることは
当然のことといえよう。

　2）施設職員を対象とした研修の必要性

　里親に委託される児童の多くは乳児院、児

童養護施設に在籍している。これらの施設の

職員が里親養育の意義や実際、里親制度の実

際について理解をもつことも、里親養育の円

滑な進行、里親制度の発展のために重要であ

る。したがって、施設職員を対象とした研修

も今後充実させる必要がある。

　3）里親養育の位置づけの明確化

　研修のあり方についての検討だけでなく、

社会的養護における里親養育の位置づけを明

確にすることも、里親制度を発展させるうえ

で重要である。例えば、どのようなケースの

場合、里親養育を優先させるか、養子縁組と

養育家庭の役割のちがいなどを明らかにする

ことも求められよう。これは、養育家庭や養

子縁組の希望者と、児童相談所職員1の両者へ

の研修にも不可欠な内容といえよう。

　4）研修を組織だてることの必要性

　里親研修の必要性を認識し、年間計画を立

て、そのときどきの研修の目的を明確にして

課題設定を行い、多様な研修技法の中から適

切な方法を選択し、研修についての評価を行

い、フィードバックするなどのことが求めら

れよう。また、参加者に魅力あるものとする

ための工夫も必要で、家庭養護促進協会神戸

事務所の試みは興味深い。そのためには、他

の業務の合問に研修を考えるので．はなく、里

親会に研修委員会を設置する（川崎市）、研

修担当者、に対する研修のあり方にっいての研

修なども求められよう。

　平成11年度は、これまでの知見をふまえ、

全国各地の里親会を対象とした調査を行い、

里親研修の実態と課題を明らかにするととも

に、里親への研修体系についてのモデルを提
案したい。
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庄司他：里親への支援のあり方に関する研究

表1【平成10年度里親研修の状況】　1．名称　2．対象　3．扉催回数　4．主催　5．目的　6。内容・テーマ

神奈川県 川崎市 東京都養育家庭センター 家庭養護促進協会神戸事務所

1．新規認定里親研修 1。里親認証時研修 1．里親認証時研修
2新規登録里親：任意 2．新規登録里親：義務 2．新規登録里親：義務

a年2回 3．年3回 3．年4回
4．総合療育相談センター 4．里親会、児童相談所 4。所管課
5．新しく認定された里親に里 丘里親としての予備知識 5。新規登録里親に制度説明と里子養

親制度や養育の実際につい 6．制度や現状についての講 育についての基本的な事柄を学ぶ

て理解させる 義、ビデオ鑑賞、質疑応 6．「児童福祉と里親制劇「子ども
6。「児相、施設、里子の状況、 答 を育てる」等講義、グループ討議、

領渡等」講義 ビデオ鑑賞

1．新規認定里親育児実習（※》 1．初期研修（乳児、幼児）

2．新規登録里親のうち育児体 2新規登録者のうち育児未
験がない人：義務

雛3．随時（登録後、1日又は半 3．年2回G圏2回×4週：
日を10回程度） 1回6時間）

4総合療育相談tzンター 4．児童相談所
5。新規認定里親が乳幼児の育 a子育て体験学習（乳幼

児の実際を学ぶ 児）

6。施設入所児の状況・家族の a乳児院、児童養護施設の

問題など、育児の実際（子 見学、ふれあい体験等

どもと一緒に生活をする）

1．児童受託後研修 1。子育て研修会

2．児童受託後3ヶ月～1年3ヶ月の 2．低年齢の子を養育中の里親中
里親＝任意 心

a年1回 3．年1回
4．所管課 4．家庭養護促進協会

5．親子関係がうまく形成できるよう 5．子育ての研修・養子縁組制度
に養育上の不安・疑問に応える の説明

6．「子どもの病気の予防と管理」他： 6。講演、討議

講義討議
1．里親研修 1．川崎市あゆみの会研修会 1．課題別研修 1．r真実告知研修会
2．里親全員：任意 2．里親全員：任意 Z里親全員：任意 2．里親全員：任意
3．年2回 3．年2回 3。年2回 3。年1回

轟 4．総合療育相談ヒンター 4里親会 4．所管課 4．家庭養護促進協会

一
丘里親の資質の向上と委託促 丘養育技術の研鐵、養育上 5．里子養育で大きな課題となる，思春 5．真実告知の理解を深めること

葎 進 の問題点とその対応につ 期について・里親が子どもを養育 を巾らに養育技術の向上
6．「里親養育とその支援につ いての情報交換 するために最低必要な事柄につい 6．学校の性教育の授業を模擬授

いて」講義、「真実告知につ 6．「子どもの皮膚とそのケ て学ぶ 業で学び、告知についての研里親す

いて」講義 アー」講義、討議、情報 6講義「思春期を乗り越える」、講 修を深める、講義、討議、模

懲 義「真実告知j、グループ討議

鰍べて

1．里親研修会 1．おしゃべり会

2．里親全員：任意、ほか 2．里親全員：任意

a年1回 3．年1回
4。児童相談所 4。里親会
5．養育上の困難な問題に直 5。里親の養育体験の交換

面したときの対応 6．日頃の様子を話し、アドバイ
6．「委託継続が困難になっ スをし、かつ親交を深めてい

たケースから学ぶこと」 る、情報嫉討議

1．里親相談員研修 1．東京欝養育家庭連絡会研修会 1。里親制度研修
2。里親相談員：任意 2。東京都養育家庭連絡会所属里親： 2．一部里親、民生委員、児童福
3．年2回 臆 灘4総台療育相談センター 3．年1回 3．年1回
5．里親相談員の資質の向上 4里親会 4．家庭養護促進協会、里親会
6．「地域における里親相談員 丘里親養育の向上を図る。特に緊急 5．里親制度の理解と啓発

の活動について」「里親相談 のテーマを取つ上げた 6里親制度を理解するクイズ、
そ 員に期待すること」講義、 6．講義r子どもの権利について一権 ハンディキャップの週末里親

電 意見交換 利ノートをめぐって」、グループ の体験発表、里親の日常をテ

講 一マにした朗読劇と討議

1．養子を育てたい人のための講

2。希望する里親およびこれから

希望し関心のある人

1．養育申込者説明会

2．新規養育希望者

※実子がいる里親は1～2日の見学等

　　、／
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